
成平 年

対機
室

危
策

海

〇

北

北

道

海

訓

道

令

事

第

務決

日１月４ ）日曜金

め
撃

の
置
攻

）
措
力

号
の
武

る
等

に
す
態

行
関
事

施
に

事

け
律
る

お
法
す

に

関

号

部一の程規裁

訓

改を

目

訓るす正
訓

令

第
る
資
要
第

す
に
必

北

すを

場
料
な

る

備
受
第
の
又

機
設
を

護
関
た
は

るけ
第
関又
又
け

る

こ

民
成
国
平
務

の た
第

の
律
護
法
保
年

合
か
た

第
場
等
の

る
長
護

………
令

………

次

……

令

…

本

……………

第
を
は
力
第

条
合
又
協
条

５
含
情
を
６

海

。
の
う

項
む
報
行
項

条
の
供
と
条

同
）
提
こ
同

第
規
、
。
第

道

の

に

項
に
見

項

６
定
意

７

お
づ
陳

お

に
基

公

、
そ

て

。とこ
い
き
述

い

て

第
の
定

条
は
は
る
条
め
指

定
資
と
３
措
地

第
指
物
こ

の
公

項
地
の
。
項
置
方

２ 規
公
保

規
実
共

の
方
確

の

つ

に
に
関

定
共
に

定
施
機

し
対

基
関
い

基
関
に

に
機

き
ら
の

き
、
し

づ
か
て

づ

援

国
定
要

、
労
応

、
指
必

定
、
の

民
公
な

。と
指
務

該
措

第
含
当
の

条
を
ら
め

）
町
に

項
。
市
置

１
む 規

の
い

第
の
村
つ

定
区
て 援

お
基
に
応

に
に
域
の

条
、
国
要

て
き
る
の

い
づ
係

市
民
求

準

庁

）課事人

に

第

る
別
別
加

４

北
第

も
表
表
え

条

の
第
第
る

海
４
参
の

道
条
事

ジーペ

を
１
２
。

３

事
の
監

印

発

電

行

話

刷 富

北
総

士

内

務
－

－

部
海

線

プ

法

リ

制

－
ン

道

－
文

ト

書課

）

）

海

道
成

北

海
平
北

用
府
他

用

準
政
の

準

事

報

求

保
機
請

公
施
要

の
共
要

村
保
受

町
の
を

用

、
共
設

決
の
総

務
２
の

専
そ
の

す

次
決
事
す
１
務

決
の
専
参

部
危

規
に
事
監
る
の
部

裁

）
、
と
長
機

程
次
項
は
こ

の

で
決
策

和
１

部
が
専
対

昭
条

長

を

の
き
事
室

。
第
災

北
加

専
る
項
防

年

項
防

道
る

す

８
消

海
え

決

訓
。

る

決

裁
月

務

決
４

事

務
年

道 の

一

程

の

規

程
日

裁

規
１

正

す

改

正

を

改

部

を

一

部 る

外号

と

の

令

こ

中
課 の

号

で

健
項

３

の

保
事

第

事

営
に

の

る

運
前

）

き

所
対

を

の

議
機

部

項

協
危

一

、

」
室

の

ち

、
策

次

う

会

訓

す

ら

削
事

う

あ

を
の

よ

にうよの次

令

を

訓

令

る
事知

。

道

る

海

め

北

定

第 号

し

正

じ

。
と

改

か

る
項

に

の

次

。

長

、

る

部

て

す

め

先

橋

出

高

す

う

定

よ

指

の

関

みる

機

は



、
こ

る
第
し
る

め

対
め

こ

別
進推

と
条
合
と

め
第
し

第
情

に
求

対

表
室

、

２
報

第
対

の
政

６
し
る

企
策

条
、
こ
条
合

成平 年

規
根

の
な

２
的

。
の
理
。

き
資

づ
す

基
示

に
を

定
拠

の
理

者
出

括
提

統
の

、
料

２
理
。
２
的

画
課

の
合
と

規
根

興
に

の
的

の
な

振
」 め

定
根

定
拠

部
改

規
な

、

に
拠

に
を

づ
示

づ
す

推
同

基
を

基
示

、
料

室
の

き
す

き
資

進
表

報
境

販
料

統
の

情
環

、
資

業
提

者
出

基
生

売
の

括
提

盤
活

日１月４ ）日曜金

課
部

者
出

等
を

に
求

等
を

項
文

事
活

の
生

等
を

に
求

・
中
化 青少

報
振

情
活

室
生

進
室

推
年

基
興

共
は
力

す
村
述

す
公
又
協

る
長
そ
第
る場
機
情
を

第
場
に
の

る
は
力
定

地
と

す
又
協
指

場
情
を
行

場た
方
。
第

合
公

政
見
第
る
保

す
行
意

す
の

る

北

場
護

項
」
事
課
の
盤
課

場
機
の

第
を
４項 決専長課の

の
う

合
対
他
条
合
関
報
行

含
び
提
こ

を
し
必
第
を
及

な
項
む
指
供
と

含
資
要
６

。
又
協

。
定
、
。

む
料

の
方
見

）
は
力
同
）
地
意

報
行
第
規
公
の

の
情
を
条

機
述

定
の
う
７
定
共
陳

規

と
に
基
関
そ

に
提
こ
項
に

他

づ
、
。
お
づ
に
の

基
供
き
意

い
き
対

項７第条

し
必

いおに項８第条同 て
、
見

て
、

を
の
他
機

共

条
合
報
、
政

都
の

関

７
含
提
の
関

機

第

こ

。
、
府
長

に

項
む
供

の
見
知
に

れ

同
）
意
県
等

に
し

通

第
規
の
事
対

を

条

し

項
に
述
対
求

知

８
定
陳

づ
の
行
る

、

に
基
そ
し
め

おに
表

い
き
他
い
こ

公

お

び及長の村町市、てい 係
す

て
、
必
、
と

関

述
第
を
関

合
関
陳
条
合
に

含
長
そ
６
含
す

を
の

海

対
他

。
計

む
に
の
項
む
る

。

要
条
の
を

）
し
必
同
）
画

規
資
な
第
規
作

の
、

道

力
項
に
し

定
料
協
８
定
成

づ
又

基
は
を
に
基
、

に
又
づ
情
行
お

公

こ
て
、
変

き
報
う
い
き
は

よの次を欄の項事

、
の

の

準
指
資
要

るめ改にう

。
用準
町
陳

用
定
料
な

市

こ

用
料
な
は

る

準
資
要
又

民
し

指
提
と
準
国
更
定指

、
定
供
。
用

報

。

第外号 号



成平

食
全
室
政

の
推
食
策

年

表
り

別
削を

安
進
品
課

と
告
２
第

者
を

等
報
第
、

特
を
の
６

に
さ
第

対
せ

第
し
る
条
定
さ
保
号

条

第
に
さ
の

理

査
く

等
を
も

対
せ
を

す
第
を
措
行
置

るこ
条
い
そ
条
し
る
除

の
第
販
の
第

提

引
料

引
料

出
第
販

売
提

売
提

を求
条
業
出
条
業
出
条

等

第
者
出
第
者

業
提

業

等
を

条
に
求
条
に

１月４

１

２

日

肥
施

植

の

金

料

物

行

曜

取

防

に

日

締

疫

関

）

る
法

法

す
和

和

務
昭

昭

事

、
福
第

報
こ
第
商
せ
健
を

。
項
引
又
祉
５

告
と
３
取

資
子
と

さ

の
に
は
部
号

を

、

、

定
し
料
ど
し

せ

規
関

基
取
提
未
第

又

に
て
の
も

を
づ
号

職

づ
引
出
来
７

は

ら

に

、
る
さ
く
か

員

き
す

規の項２第
立

販
者
せ
り
る
推
第

密、きづ基に定

、
の
第
報
こ
く

接
入

売
に

。
２
特
他
１
告
と
。

と
第 項
定
適
項
を

）

規
せ
庁

の
商
当
の
さ
支
。

の

定
引
措
定
、
長

規
取
な

関
を
基
は
権

に
に
置
に
又

き
員
と

づ
す
と
づ
職
限

基

れ

、
法
こ
、
に
さ

き
る
る

に
。
売
入
て

必
律
と
販
立

１

め
の
者
を
の
者
を
第

要

対
め
項

る
２
に
求
２
に
求

る
規
し
る
の

こ
の
対
め
の

定
、
こ
定
、
こ
規

と
規
し

。
に

に
合
と
に
合
と
定

。
づ
的

づ
的

基

基
理
。
基
理

、
根

、
根

き

き
な

き
な

づ

務
を

務
を

申

業
拠

業
拠

、

の
対
め
の
対

提
示

提
示

出

の
、
こ
の
、

２
し
る
２
し

定
理
。
定
理

規
合
と
規
合

づ
根

基
な

基
な

に
的

に
的

、
を

、
を

き
拠

き
拠

づ
根

提
資

務
す

務
す

役
示

役
示

第

第

律

律

法

法

年

年

提
資

）

）

号

号

北

検

業
対
こ
進

で

。
の
ま

査

者
し
と
室
号 つ

項
ず

１
号

第
１

項
を

事

関

決
げ

専
上

長
り

課
繰

の

査
る

な
基

業
検
い

事
、

係

資

受

供
す

供
す

を

調
づ

者

の

事
の

供
料

供
料

誘
資

誘

事

公道海

の
の
表
項
同

振産畜室進
地

号
農
５
部
第
政
中
農
欄

の課整調

報

渡
第
譲の

課興

項
す

２
可
第
許
条
を

業農び及課営経業農、
の食に前の項事

支

の
る
定
と
規
こ

食室進推全安

料肥故事、きづ基に
。

号

の次てしと項事の課援 にうよ

外

全安の食、課策政品
加
産農室進推

第 号

安の食、課興振
。るえ

推全



産
課

の
推
農
興

食
全
室
振

安
進

成平 年

法置措別特源資味甘５

関

律

３

４

北
昭
す

果
第

海
和
る

樹

事

農
号

道

施

馬
北

振
の

種
年
務

業
）

条

別
に

し
道

特
行

鈴
海

興

施

２

生
例

措
関

ょ

き

行

ば
び

林
す

い
原
農
関

れ
原
号
に

原
布
産
事

ょ
配
水
る

し
種

、

蚕

種
綱
農

原
要
省
務

１
行
物
施
作
の
農
）
要
号
主

る
法
す関

子
に
種

１月４

の

日

施行

金

に

曜

関

日

す

）

務事る

和昭 第律法年

置
す

２
果
を

第
、
等

き
更

法
る

産
第 号

事

販 締
の

和

取
）

昭
務

売
施

芸

茶
昭
園

例
に

法

行

年

条

局

原
和
種

通

及
年
長

び う
第
の

と
蚕
）

さ
農
達

和
務
昭
事

第律法年
て

規
北

」
定
道

道
則
規
び

発

則
海

と
に
営

、

第
臣
と
第
植

大
こ

動

北

物

が
。

と

３
業
こ

の
農
う

条
樹
行

を
２
画
第
計
び
興
。

及
振 は

規
又
の
、
４
め
の
定
条

づ
産

第
道

い
基
生

に
そ
定

農

う

産

。
き
種

苗

第
種
の

。
種

）
、
苗

号

苗
配

以
配 規

第
配
価

こ
付

条
の
付

下
項
を
を

項
則

１
付
格

の
和

び
償
め

お
昭

及
無
定

に
第
と
る

い

とこう行を業事察予生 。

年

２
し
こ

て

１
の

第
め

第
外

条
定

条
以

２
る

海

規
動

の
生

の
害

項
発

項
有

に
事

に
又

定
察

定
物

規
予

道

き
害

づ
計

づ
有

基
業

基
は

、
を

、
植

き
画

公

基
の

林
諾

定
に

農
承

指
物

づ
変 こ

の
る

条
す
４
定
第
認を

に
。
定
と

規

条
管

体

５
産

団

第
生

扱

び

す

定
基

定

規
の

指

の
理

を る

に
準

第

指

対

行
第
な

の

を
則
と

９

導
規

を

規

こ
条
者

の

う
３
る

１ 定

たの及普び及産
と
の

北

項
、
と

め
。
規
認

海
規
の
及
。

指
を

第
産
第
は
産

生

又
生

種
託

条
審
条
定
委

４
物
６

生
た

５
の
規
子
し

第
査
の

な要必し関に除

項
基
定

水
す

有
つ

措

の
準
に
産
者

産
る

害
い

報

、

第
林
め
第
し

農
定

疫

水
る

第
大
と
第
は

条
産
こ
条
又 動

項
の

項
害

２
臣
。
１
有

園樹果、きづ基

及
指

の

と

づ
定

こ

基
を

画計営経

。
種
と
採
こ

、
る

。

き
め

す

基

定
定

に

及定選のほ

き
と

、

づ
こ

き

基
る

づ

に

の

配

等

苗

種

種

原

、
。

原

、告勧な要必に

の

取

付

対

規
を
基
者
に

び及言助
、

に
定
き
主
し

定
設
づ
に

良

づ
る
指
農
優

基
す
、
要

種

、
と
種
物
な

き
こ
定
作 子

の

場

生
種
子

ほ
。
子
の

る採を置

び

者
の
生

及

産

に

定
若

び
定

規
物

。とこ
は

項
づ

基
く

５
基

に
し

第
防

、
害

規
、

き
有

の
き

づ
の

基
計

物
物

に
除

植
植

定 、き
を

検
防

づ
画

を

第外号 号



成平 年

の
推

食
全
産
課

畜室
興振

安
進

１月４

３

日

牧
に行

金

野
関

曜

法
す

日

る

）

和
務
昭
事

酪

る
律
す

２

法年

び
和
及

務
昭
農

事

産
第
生
律
牛
法
用
年
肉

）号
１ 殖

関
増
に
良
行
改
施
畜
の る

法
す

６

昭
事

行
出
施
産
の
生
）
菜
号
野

る
法
す
定
関
安
に
荷

律

るす関に行施の）号

第 施の）号
す

第
程

表

規

北

の

し
る

３
を

否拒

す
行
関
施
に
の
興
）
振
号

法
関

る
に

定
者
て

第

規
る
め

第

和
務

３
に
の
公

第律法年

第
菜
を
第
荷
こ

野
旨

出
う

事
５
指
農
８
近
と

和
務
昭

に
定
興
て
き
こ

第律法年

域
毎
、
を

基
め
地
、
は
れ

務事

づ
る

５
を
。
９

第
定
と
第

指
こ

。

１
る

と

第
め

こ

条
定

海

に定規
。
の
と
項
こ

道

、きづ基

公

過経の停調、合場た

牧

案

野

停調び及

る

規

づ
見
す

の

基
意
表

条

専
き
と

に

、
聞
こ

定

き
を

づ

門
、
。

基

又
良

調

識
改

、

知
畜

き

的
条

験
計

の

経
殖

案

は
増

停

及項３第、項１第３の

林
条
代
。

４
を
画

受

第び

産
び
計

及
産
水
及
化

条
定

臣
９
の

第
の
大
第
画

び
地

申
の
立

条
定
に
条
樹

７
指

出
定
は

２
は
し
規
又

第
又

こ
基
の

の
の
る
に
そ

項
そ

。
き
更

定
除
と
づ
変

規
解

内
年
あ
公

基
す

、
等

に
を

か
す

、
業
で
生
ら
示

き
農

係
体
産
振
じ
る

関
団
生
産

れ
計
農
と

市
等
さ
興
め
こ

を
水

村
意
る
画
林
。

町
の

て
大

び
を
味
た
産

及
見
甘

う
に

林
い
源
よ
臣

農
聞
資

す
議

産
、
物
と
協

水
て
作

１

の
べ

第

条
す

条
省
生
に

農

第

に
を

、

定
旨

項

規
き

、
産

及

き
水

項

づ
林

３

基

項

振
に

４

産
臣

第

生
大

び

理管

地
し

の

興
申

報

の項
す
定

を

有
を

諾
公を

し

、き
き

産
行

づ
べ

生
を

規
で
振
い
と
、

令
産
つ
る

の
る

定

域
出

第外号 号



成平 年

法療医獣９

８

年４成平

予
行
病
施
染
の
伝
）
畜
号

施
る
の

７

る
法
す関

防
に

に
則
有

行
規
国 無

る
和
の

す
昭
畜

関

施
６

海
付
北
貸

務
年
償

事

法
る

興
す

振
関

鶏
に

養
行 事

和昭
務

月４

４

５

１

の

の

日

施

養
施

行

ほ
行

金

に

う
に

畜

曜

関

振
関

取

日

す

興
す

引

）

る

法
る

法 昭
事

事
和

和
務

昭
務

第律法 施の）号

に
。

第
事
と

知
こ

和
務
昭
事

第律法年

第
失
損

第
力
員

過
に

協
疫
を
の

に
害

等
第
与
則
譲
規
び
道
及 に

第律法年

す
）

関
号

の）号

年

第

第

律

律

法

法

年 ）

）

号

号

第
編再

北

整

２
、
の
し
条
対 の

基
員
に
疫
定
防
規
畜
の

請
の
要
他
を
、
遣
き
派
づ 都

賠

の
め
務

条
基
を

条
求
事 従

規
い
償

規
、
に

の
づ

に
発
せ

に
畜
事

定
て
さ

定

こ

づ
疫
せ

基
生
る

基
防
さ

に
こ

き
た
と

き
官
る

づ
し

。

故
故

農
指
と

、
事
。

、 産
て

又
あ

水
し

意
が

林
示

は
っ
重
た

大

１
画
第
計
条
備

海

に
承
定
を
規
更
の
変
項
の

道

、
こ
き
る
づ
す
基
認

公

と

大
と

臣
畜

県
る
府
す

畜
。

な
き

に
防

し
と

３
与
こ

第
譲
す
を
渡

項
は
定

２
又
決

第
、
を

条 の
時
す

、
要

第
者
第
し
必

業

対
め

の
第
録
の
律
措

条
登
条
法
な

項
取
定
規
を

１
を
規
に
置

に
定
と

るす合適に件要 旨
の
り

北

８

の
北
条
、

第

者

道
き 道

第

飼
道
第
海

条

転
海
例

養
み
う
ば
）
区

項

ほ
つ
号
の

１

ち
第
域

の

項１第条４第

場市

の
を

報

。

に
り
と

定
よ
こ

規
価
る

国
価

、
対
き
い

づ
低
基
も 譲

有
で

づ
る
べ

規
消
基
す
る

畜
り

、
務
旨

に
こ
き
業
き

定
す

録
履
命

づ
。
登
を
を

基
と

こ

登

化
さ
る

、

ふ
行
ず

き

に
た
。

ふ

者
る
と

録

業
せ

。とこるすを認確の
化

可
飼
条
の

定

許
転
３
内

規

る
例
１
飼

基

す
条
第
転

に

こ

項
を

づ

。
和
規
可

、

と
昭
の
許

き

定
す

ふ

と

が

北
基
こ

場

年
に
る

化

、きづ基に定規

。

海
づ

業うほ養

第外号 号



成平

課援

年

経業
課

農
営

支業農

日１月４ ）日曜金

事るす関に行施の）号

置
す

北
措
関

農

時
に

３

１ 害

寒

事

災

道
法
る

業

海

償

地
和

補

冷
昭
務

法

畑作
年

金

２

昭

営
法

融

業

の
に
漁

庫
）
林

公
号
農

委
公

調
き
融

付
づ
金

貸
基

農
第律

１

を
法

委
嘱
庫

査

業 強
行

盤
施

基
の

営
）

経
号

事るす関に行

促
関

化
に

務

基
任

第
づ
す
農

北

き
る
業
号

務

改
第

和

農
律

年

善
施

第

融
の

律

金
）

法

資
号

通臨
行

に
受
嘱

諾受を

す
た
和

関
け
昭

る
農

律
業

務
漁
法

事
林
年

し

林

び
第
地
認

農

及

農
承

事
法
る

進
す

こ
７
保

和昭
務

法年

）

５
づ
基

第
基
る

に
す

、
こ
災

員
。
補
２

の
役
と
害
第

条

条

６

海

選

施
３

１
改

法
の

第
の

償

命

令
規

及
を

行
の

項

道

じ

定

び

づ

項
又

和
基

２
、

昭
に

第
は

公

るす

員

政

規

、

役

年
き

の

及

業

れ
条
有
、

漁
。とこ

こ

融

公
１
理
び

金

を
第
合

を

庫

す
及
事
れ

公

表
項
化

示

貸

こ
第
の
告

の

る
び
業

る

調

。
項
施
す

付

と
５
実

定
す
と

委

規
関
こ

査

の
に

条
き
本

基
規

の

に
る
。

嘱

定

項
業
を

１
農
針

第
、
方

盤
又

４
基
、

第
営
め

、
経

第
化
れ

は
強
こ

又
の
は

項

共

の
進
更

項
促
変

６
の
を

に
解

第
済

を

令

定

報

第
合
第
合
第

組

組 の

の
第
範
第
範
の

条
模
条
模
条

項
款
項
済
定

４
定
３
共
規

の
例
の
規
に

貸
成

９
の
達

第
金
の
資
画

項
受
き

１
を
つ

第
付
に

条

、き
を

務

づ
程

事

の
け
必

定
関
、

規
に
し

対
こ

７
に
る

第
等
ず
者
命

要
項
必
３
、
。

第
し
と

条 の

施
修
要

第
療
は
必

診
又
他 置

の
の
若
措

条
設
繕
な

６
を
は
講

定
用
く
を

規
使
し

定
定
例
づ

規
を
規
程
基

に

る
基
定
、

に
め
に
を
き

定
と
き
る
算

づ
こ
づ
め
清

基 農

農
と
に

、
。
、
こ
等

き 済

済

裁

共

共

し

業

業
。
関

外号

導

に
に
指

定
者
な

規
た
要

営
る

き
、
す

づ
し
を

基
対

改
善
。

農
改
と

営
農
こ

、

基
を

に
置
定
措
規
な

善
計

診
こ

往
き
、
べ

き
ず
づ
講

築
べ

基
制
改
ず

療
を

診
と

、
、
行
こ

き
し
を
き

づ
限

き
命

設
し
べ
を

開
若
う
と

対
禁
と
る

に
は
こ
ず

者
く 、

。

、
し
の
と

し
止
そ
こ

第 号



別
を

管

２
交

農
設
課

第
土

表
国

農
大

施
理

の
通

業

成平 年

地
改

の

農
に

１

部
」

政
臣 同

に
地

整
、

行

調
め

土
施

法

事
項

す
良

の
事

関
改

課 項
第

る

項
の

和

２
項

務
昭

第
３

事

良
関
改
に
地
行

土
施の

３
る
法
す

和
務
昭
事

月４

２

１

号

日

農
）の

金

施
業

曜

行
協

日

に
同

）

る
法
す
合
関
組 昭

事

土
を

員

営
産
第
委

国
財

用

決

律

長
専

法

部
長

年

の
課

決
事

第

専 事
項

第
２

欄
第

の
欄

）

項
の

号

る
中
削

第

２
係
号
を

２
号

項

第律法年

の
役

り

）号

し
選
第
任

第
業
第

を

選

事

す

８
計

く
挙
は

他
は
第
下

条
及

の
く
２
以

正
及
び
第
の
仮
４
こ

び
解

和
務

年

第律法年

業
組
に

第

事
済
き

北

の
合
あ

地
受

会 決
２

良
し

裁
第

改
託

に
条

に
理

申
の

業
管

を
項

事
、

る
に

っ
る

す
定

よ
す

請
規

じ
。

と
づ

生
と

こ
基

て
こ

地

土

土

、

た

。
き

令
を
閣
同

の

命
員
内
、

条

違
任
理
項

の

に
解
総
事

６

し
る
臣
５

定

反
す
大
第

規

。

づ

と
と

基

た
こ
」
項

に

項

り

国

同

削

、

、

を

き

き 命

同

行

の

、

が

し
条
る

条
画

と

１
び
第

、
第
こ

第
及
条

款
項

し
項
。

項
定
３

若
２

適
規

は
規

規
の
の

く
の

の
を
に

任
に

に
否
定

選
定

定
定
づ

せ
づ

づ
決
基

さ
基

基
る
、

こ
、

、
す
き

る
き

き

のめたるす任選
と
清

土

算

地
こ
同

し集招を会総 て
。

事
の
項

第
除
条
利
監
項
の

を
第
害
選
合
お

条
行
１
関
を
組
に

こ
の
人
任
に
い

に
う
項
係

っ
同

定
と
規
の
し
あ
て

規

に
求
又
て
じ

す
。
定
請
、 役

、
）

裁

基
に
は
は
。

る

選

、

き
り
員
理
を

定

づ
よ

許

、
仮

事

第律法
可

組
理
第
を
挙

第）号 第、条

除
し

条、
、

合
事

町
市
せ

の

市
と
っ

条

村
町
ん

海

う

定

施
と
行

規

実
村
を

の

出
議
と

基

申
協
こ

に

の
の

道

い
と

、

つ
と

き

に
が
。

づ

て
の

信

公

良

収

改

地

農
な

法

、
わ

託

次に次の

に

項

た

令

事

っ

を

異

項

び

事

及

１

覧

の

縦
第

人

改
と
条

申

え

の

加

議

を

良
。

第
請
第
申
９
を

第

４
す
３

第
下
の

条
却
条

取を約契用利員役

項
る

り

の
こ

消

し
の
。
若

解

員
若
条
く
、

任

そ
。
第
事
第
全
第

び
と

農

は

そ

国

組

の

法
の
央
の

重

条
合
条
中
条

の
定

な

２
人
４
会
規

要

第

第
変

項
の
の規
意
に

央中国全、きづ

業
い

会
更

の
解

共
と

大

報

所

第

判 に し

の

対

条

、

続手の

。

出

る

見

１

意

第

と
項

。とこるす略省を

づ

に

基

定

に

規

定
。
の

規 認

公

立

、

設

き

、

づ

き

基

定
見
基

。とこす

、

可

告

き

つ

定
の
に
を
づ

に

規
散

基
記
づ
く
、

い

に
登
基
聴

、
と
合

意

づ
を
き
こ
組

て

設

を

、
託
道
。
施

見

き
嘱

専

べ

合
る
央

の

述

組
す
中

。

こ

は
と
又

属

る

又
こ
会

定策の画計施実査監の
３

る

第

べ

び

述

及

を

項
及
基に定規

。

の

と

項

こ

第外号 号



ら

以
の
４
第
か

上
動
項

の
力
」
号
ウ

平

動
漁
を
を
ま

成

力
船
、
第
で及

連アシ
漁
を

の

年

船
使
つ
号
び

の

別
外
ン
以
力

域
ト
ン
動

表
で
数
上
漁
の
船

す
第
総

力
使
里

る
４
ト
ト
動
を
海

こ
の
ン
ン

第
と
支
数
以
漁
用
水

に
限
第
１

表
を

別
でま

条

と
・
の

限
と
４
号

こ
け
も
ま
を

る
さ
の
ず

の

小
す
除

。
れ
支
つ

別

第
づ
の

業
こ
れ
第

基
業

表

き
認

の
と
て
２

認

い
の

別
部同

可
漁
る
水

条
、
可

き

２
課

第
づ

第
計

基

表
設

の
の
農
事

条
、

４

を
用
い
と
前

月

使
す
て
し
項

１

用
る
」
、
第

日

る
の
次
６
号

す
も
の
第
５

金

も
」
に
号
」

曜

の
を

か
を

日

を
削
の
ら

）

５

除
り
変
第
第

く
、
更

）
項
び
ま
及

。
同
並
号
条

行で域海の内域水里海
域

もる
」
第
に
で
び

れわ

上
船
す

。
庁

動
使
も
外

の
ト
の
を
る
以

を
海

庁
以
力
用
の
の

本
ン

産
の
船
る
除
域

水
上
漁
す

使
の
。
行

林
動
を
も
く
で

」
れ

部
漁
用
を
）
わ

務
力

分
を
る
く
を
る

の
船
す
除

第５の

の

掌
使
も
。
削
も
り

きづ基に定規の項１

て
庁
繰

海

、

で

事
用
の
）

。

に
い
の
り

里

型
は
く

）

け
縄
）

係
る
本
下

水

さ
え

、

内

・
漁
及

る
も
庁
げ

域

を
済
同

の

ま
業
び

も
の
経

す

は

の

に

域

流
秋
え

に
除
部
項

海

。
分
第

で

し
さ
縄

限
く
の

業

、
）
掌
１

行

網
け
漁

り

業
対

支
。
事
号

わ

漁
を
ロ

庁

項
と

れ

許
の

小
と
シ

長

第
し

る

、

の
林

１
可
内

の
業
も
産

第

に

容
導
を
務

項
の
容

内
指

漁

び
容
つ

に
課
除
部

及
内

い
及
。
業

第
に
い

つ
長
く

つ
て

て
び
）
指

第
て
変

の
支
。
導

条
い
の を

更
長

の

４
の
更

変
庁

課

権

項

の
更
許

を
の

事

項
変

項

第
許

可
限

第

規
及
可

許
内

農
同

項
の

部
、

１
可

政
地

第
に

経
農

び
容

業
部

及
つ

済課
整

４
の

事
課

第
て

の
備

条
い

同
項

の
更

、
事

項
変

項
の

業

を
４
起
を
漁

部
、

規
及

第

り
中
の
号
法

削
号
業
１

、

認
ず

同
第
可
つ
の
繰
条

号 中
第
容
下
１

ツ
条
内
り
第

１
に
げ
項

び
」
い
同
に

並
項
つ
、
」

総
次
の
第

に
の
て
項
、

北

ソ号同、え加を」での 中
ト
に
」
５
許

る
除
を
同
許

項
す
を
」
、

り
ケ
申

２
も
く
削
号
可

第

者

第
を
）
、
中
請

項
の
。

１
除
」
同
削
オ
え
道

号
く
を
号
は
が

漁
に

中
）
り
中
縄
外

ア
。 」
、
を
同

業
住

第
削
号
総

所

り
ウ
ト
」
を

方地らか場市売卸央中 市売卸
て

も

場

条
、
中
ン
の
有

型
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